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●104 頁脚注 6 行目および 7 行目 

(誤)(1991)144 頁以下、橋本・前掲注 45)175 頁など。正犯の背後の正犯の概念全般に対して否定的なのは、斉藤

信治「『極端従属形式』は捨てられるべきか」法学新報 91 巻８=９=10 号(1985) 

(正)〔削除〕 

●147 頁脚注 29 行目 

(誤)『刑事事実の認定―裁判例総合的研究(上)』 

(正)『刑事事実の認定―裁判例の総合的研究(上) 

●216 頁脚注 28 行目，243 頁脚注 5 行目，304 頁 11 行目 

(誤)今上益男  

(正)今上益雄 

●304 頁 40 行目 

(誤)判例タイムズ 717 号(1990)38 頁  

(正)判例タイムズ 717 号(1990) 

●305 頁 3 行目 

(誤)早稲田法学会誌五三巻(2003)  

(正)早稲田法学会誌 53 巻(2003) 

 

 

※本年度施行された刑法の改正に伴い、法定刑に変更部分が生じました。修正の対象となる箇所は下記の通りで

す。 

 

●299 頁 21 行目 

(誤)強姦の刑〔2 年以上の有期懲役〕 

(正)強姦の刑〔3 年以上の有期懲役〕 

●299 頁 23 行目 

(誤)従犯減軽により、長期で 7 年半  

(正)従犯減軽により、長期で 10 年 

●299 頁 24 行目，300 頁 1 行目 

(誤)12 条  

(正)12 条 1 項 

●300 頁 2 行目 

(誤)下限である 3 年  

(正)下限である 5 年 

 


